
 
自治区長の皆様 

  
  令 和 7 年 ７ 月 １ ０ 日 

市民課長 妻木 克彦 
 

「戸籍に記載される振り仮名の通知書」について（情報提供） 
 
日頃より、本市行政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 
さて、令和７年５月２６日から改正戸籍法が施行され、戸籍に新たに氏名の振り仮名が

記載される制度が始まりました。 
これに伴い、本籍地のある市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」（以下

「通知書」という。）が順次発送されます。 
つきましては、通知書の概要及び通知書が届いた場合の対応方法については次のとおり

ですので、市民の皆様からの問合せ等にご活用ください。 
 
１ 通知書の概要 
・戸籍に記載予定の振り仮名に誤りがないかどうかをご確認いただくため、本籍地市区町

村から通知書を発送します。 
・発送時期は令和７年５月２６日から８月下旬頃で、市区町村によって異なります。 

豊田市は、総数約２１万通を令和７年７月中旬〜８月の間に複数回に分けて発送 
・通知書は、原則として戸籍の筆頭者宛に戸籍単位で発送し、戸籍内で同じ住所の方は 1

通につき 4 名まで記載されます。また、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに届きます。 
 

＜豊田市から発送する通知書（圧着はがき）のレイアウトイメージ（表面）＞  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（４） 名の振り仮名 

氏の振り仮名 

宛先 

No.２ 



２ 通知書が届いた場合の対応方法（内容は、通知書の裏面に掲載） 
 
通知書が届きましたら、通知書に記載の振り仮名に誤りがないか確認をお願いします。  

【誤りがない方】→特に対応の必要はありません。 

届出がない場合は、法改正１年後の令和 8 年 5 月 26 日以降に通知書に記載の振り
仮名を戸籍に順次記載します。戸籍に記載されたものは、住民票にも記載されます。 

  ※記載の振り仮名に誤りがあっても、1 回に限り、振り仮名の変更の届出ができます。 

 
【誤りがある方】→令和 8 年５月 25 日までに振り仮名の届出をお願いします。 

○届出ができる人（氏または名のどちらか一方のみの届出も可） 
氏のフリガナ 戸籍の筆頭者（筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、

その配偶者も除籍されている場合は同一戸籍内の子） 
名のフリガナ 戸籍に記載されている本人（１５歳未満の場合は、親権者

等の法定代理人） 
   

○届出の方法 
①マイナポータルを利用したオンライン届出 
・マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから届出いただけます。

届書の記載や窓口で待つなどの手間がありません。 
※署名用電子証明書（6〜16 桁）・利用者証明用電子証明書（4 桁数字）が必要です。 

②窓口での届出 
   ・最寄りの市区町村で届出ができます。豊田市の窓口は、市民課及び支所・出張

所です。特に、令和７年７月 11 日（金）〜令和 7 年 10 月 10 日（金）の３か
月間は、市役所南庁舎１階ロビーに特設窓口を開設します。 

 
３ 問合せ 

 

・制度に関すること 法務省戸籍振り仮名コールセンター 
【電話】0570-05-0310 【受付時間】平日 8:30〜17:15 

・オンライン届出に 
関すること 

マイナンバー総合フリーダイヤル         
【電話】0120-95-0178 
【受付時間】平日 9︓30〜20︓00、土日祝 9︓30〜17︓30 

・豊田市から送付する
通知書や豊田市への
届出に関すること 

＜令和７年７月 11 日（金）〜令和 7 年 10 月 10 日（金）＞ 
豊田市戸籍振り仮名コールセンター 
【電話】050-3538-3953 【受付時間】平日 8:30〜17:15 
＜上記期間以外＞ 
豊田市役所市民課戸籍担当にお問合せください。 

・所管連絡先 豊田市役所市民課戸籍担当 
【電話】0565-34-6994   【受付時間】平日 8:30〜17:15 


